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川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会  

会長 平 野 方 紹  

 

 

市長からの諮問に対する検討結果について（報告） 

 

 

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

令和４年７月１２日付け川社審収第７号をもって検討依頼のありました、第

２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直しに関する事項につき

まして、これまで川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会において、延べ４

回にわたり会議を開催し、慎重に審議を重ねた結果、第２期川越市子ども・子

育て支援事業計画【中間年見直し版】（案）を取りまとめましたので、別添のと

おり報告いたします。 

また、審議過程において出された意見のうち、今般の見直しではなく、次期

計画策定に向けての参考意見については、付帯意見としてまとめましたので、

併せて報告いたします。 

 

資料５ 



第２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年の 

見直しに関する事項の審議経過 

 

１ 審議概要 

 ⑴ 開催期日、審議内容等 

第１回 令和４年 ７月２１日（木） 川越市役所本庁舎７階 

第１・第５委員会室 

出席者：１２名 

議題：第２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しについて 

 以下の４点について確認した。 

①市長からの諮問及び社会福祉審議会委員長からの検討依頼に基づき、中間年の見直し

を本分科会で検討すること 

②川越市公立保育所のあり方の考え方を踏まえ提供区域を再設定すること 

③提供区域の再設定に伴い量の見込みと確保方策を再設定するが、新区域に再配分をす

るに留め、数値自体の見直しは行わないこと 

④今後のスケジュール 

 

 

 

第２回 令和４年 ８月２５日（木） 川越市役所本庁舎７階 

７ＡＢ会議室 

出席者：１２名 

議題：第２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しについて 

・事務局案を提示し、説明を行った。 

・本会議で出された意見及び会議シートにより提出された意見等を踏まえ、次回修正案

を示し、議論することとなった。 

 

 

 

第３回 令和４年１０月１３日（木） 川越市役所本庁舎７階 

第１・第５委員会室 

出席者：１５名 

議題：第２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しについて 

・今回示した素案をベースに、本会議で出された意見及び会議シートの意見を踏まえ、

反映できる意見は素案に反映した上で、これを原案として意見公募手続きを実施する。 

 

 

 

第４回 令和４年 ２月 ２日（木） 川越市役所本庁舎７階 

第１・第５委員会室 

出席者：  名 

議題：第２期川越市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直しについて 

・意見公募の結果を報告し、見直し後の計画案を決定。 

・答申内容を決定。 

 

 

 

 



 ⑵ 川越市児童福祉専門分科会委員名簿 

①会長  平野 方紹  学識経験者（元立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科教授） 
②副会長 鈴木 晶夫  川越市私立保育園協会（社会福祉法人川越福祉会理事長） 
③委員  川口 知子  川越市議会（日本共産党議員団） 
④ 〃   片野 広隆  川越市議会（川越政策フォーラム議員団） 
⑤ 〃   髙倉 富美子 児童養護施設代表（母子生活支援施設カーサライラック施設長） 
⑥ 〃   小寺 智子    学識経験者（弁護士） 
⑦ 〃   宮島 清      学識経験者（日本社会事業大学専門職大学院客員教授） 
⑧ 〃   大木 直子    川越市民生委員児童委員協議会連合会主任児童委員部会 
⑨ 〃     山田 紀子   埼玉県川越児童相談所 
⑩ 〃     山田 誠次  川越市障害者団体連絡協議会 
⑪ 〃     山本 正隆  川越地区私立幼稚園協会（南双葉幼稚園園長） 
⑫ 〃     浅見 久江  川越市校長会（広谷小学校校長） 
⑬ 〃     石川 昭広  川越人権擁護委員協議会川越部会 
⑭ 〃     田村 宏   川越商工会議所 
⑮ 〃     長峰 す美子 川越市保健推進員協議会 
⑯ 〃     岡野 啓子  埼玉県助産師会川越地区 
⑰ 〃     崎  幸子  ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク 
⑱ 〃     伊藤 康之  連合埼玉川越・西入間地域協議会 
⑲ 〃     三谷 和久  公募委員 
⑳ 〃     圓岡 徹哉  公募委員 
 
 
 
２ 第２期川越市子ども・子育て支援事業計画【中間年見直し版】（案）について 

別添のとおり 
 
 
 
３ 付帯意見について 

 別添のとおり 



 写 


